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★職員紹介★ 

＜所長＞ 二本松 由美子 

＜係長＞ 佐々木 徳明 

＜事務補助員＞ 遠野 修子 

＜保健師＞ 今野 香織 

令和6年度も、よろしくお願いします。 

☘令和6年4月1日付 人事異動のお知らせ☘ 

✿お世話になりました 

主査 三浦 克俊 (水産農林課へ) 

保健師 佐藤 杏子 (鵜住居地区生活応援センターへ) 

✿よろしくお願いします 

係長 佐々木 徳明 (文化振興課より) 

保健師 今野 香織 (鵜住居地区生活応援センターより) 

3月29日(金)、以前活動されていた自主活動グループ、リフレッシュクラブ様 

(遠野 健一代表)より、能登半島地震災害義援金をお預かりしました。 

日本赤十字社を通して、被災地の方々の生活を支援するため被災都道府県が 

設置する義援金配分委員会へ送られます。ご協力ありがとうございました。 

引き続き、令和6年能登半島地震災害義援金、台湾東部沖地震救援金も受付 

しておりますので、当センターの募金箱をご利用できます。皆さまの温かいご協力を

お願いします。 

救命講習会開催について 

＜日時＞4月26日(金) 10時～ 
＜場所＞橋野ふれあいセンター 

＜内容＞救命入門90分コース  

  胸骨圧迫と AED・ DVDの視聴 

＜申し込み＞4月22日(月)まで 

  栗橋公民館へ (☎ 57-2111) 

橋野地区 五郎沢を整備しました 
長い間ご不便をおかけしましたが、市道沢桧線 

にある「五郎沢」に排水設備を設置しました。 

環境整備に必要な道具を貸し出します 

＜貸出できる道具＞ 

  〇高枝切り電動チェーンソー 

(伸縮式延長ポール付属) 

  〇充電式剪定ばさみ 

＜問い合わせ＞栗橋地区生活応援センター 

(☎ 57-2111)          

はしの四季まつり ～春満開～ 

橋野鉄鉱山八重桜まつり 

＜日時＞5月12日(日)10時～ 
＜場所＞橋野鉄鉱山インフォメーションセンター 

＜内容＞橋野鉄鉱山ガイドツアー・出前産直・ 

キッチンカー・餅まき・豚汁のお振る舞い 

※会場まで無料バスを運行します。 

詳細については、5月1日号の広報かまいしを 

ご確認ください。 

4月4日（木）釜石東中学校、4月5日（金）には栗林小学校でそれぞれ入学式が

行われました。今年度、中学校入学生徒は31名、小学校入学児童は3名。 

子供はまわりを明るくしてくれる地域の宝物です。 

～子供達の成長を地域の皆さんで見守っていきましょう。～ 
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つながる資源リストをご活用ください 

市ホームページに各地域の自主活動団体等の活動状況を

掲載しています。様々な地域活動（サロン等「通いの場」）が

ありますのでご覧ください。 

QR コード → 

「地域とつながる窓口」 

（社会参加資源リスト） 

 

市税等納期のお知らせ 
〇固定資産税第1期 

〇使用料等4月分 

＜納付期限＞4月30日(火) 

忘れずに納付しましょう！ 

市民みんなで健康づくりに取り組みましょう 

令和6年度かまいし健康チャレンジポイントはじまります 

アプリ版 ・ 紙カード版 どちらか選べます 

＜対象＞18歳以上(高校生を除く)で、市内に住所または勤務地を有する方 

＜ポイント付与期間＞5月1日(水)～12月31日(火) 

ここがリニューアル！ 
〇ライン版が終了します。 

〇新たに「おさんぽ釜石アプリ」を使った【アプリ版】がスタートします。 

〇【紙カード版】満点ポイント数や特典内容が変更になります。(令和5年度のカードは使えません) 

おさんぽ釜石アプリ版とは？ 
〇毎日の歩数に応じてポイントがたまります。 

〇ポイントメニューに「ウォークラリー」を追加、市内各所を巡って楽しくウォーキングができます。 

〇貯めたポイントはスーパーアプリ「かまいしライフ」※1と連携して電子クーポンと交換でき、 

市内協賛事業所によるサービスとの交換や、ダブルチャンス抽選会に応募ができます！ 

※１スーパーアプリ「かまいしライフ」について、詳しくは広報かまいし4月1日号をご覧ください。 

その他、詳しい内容は「広報かまいし5月1日号」に掲載される予定です。 

さあ、あなたも楽しくコツコツ、健康づくりを始めましょう！ 

＜問い合わせ＞市健康推進課 (☎22-0179) 

平成16年4月1日から家庭ごみの野外焼却が禁止されています 

小規模の廃棄物焼却炉を使用すること及び野外焼却をすることが原則として禁止されます。 

〇家庭用小型焼却炉など 

〇庭先や空き地でのごみの焼却、一斗缶やレンガ囲いを使用したごみの焼却など 

ただし、例外として野外焼却が認められる場合があります。 

〇法令に基づく焼却 伝染病家畜、松くい虫被害伐木等の焼却 

〇風俗習慣上の行事のための焼却 火祭り、どんと焼き等 

〇農林漁業のためのやむを得ない焼却 草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却 

〇学校教育等のための焼却 キャンプファイヤー等 

〇落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却 

 落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈りとった草木の焼却 

※上記の場合であっても次のものは焼却禁止です。(例外は認められません) 

廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革 

ダイオキシン類の発生を抑えるためにご理解とご協力をお願いします。 


